
応札資料作成要領 

 

入札者は、入札公告に示す提案書等の資料のうち、提案書及び評価項目一覧について以下の要領で作

成し、四国経済産業局へ提出する。 

 

１．提案書 

提案書は、評価項目一覧の提案要求事項及び添付資料の提案書目次に従い、提案要求内容を十分に

そしゃくした上で、様式６提案書ひな型を参照して作成する。 

  なお、提案書作成時の留意点は以下のとおり。 

（１）提案書を評価する者が特段の専門的な知識や商品に関する一切の知識を有しなくても評価が可能

な提案書を作成する。必要に応じて、用語解説などを添付する。 

（２）提案に当たって、特定の製品を採用する場合は、当該製品を採用する理由を提案書中に記載する

とともに、記載内容を証明及び補足するもの（製品紹介、パンフレット、比較表等）を添付する。 

（３）入札者は提案の際、提案内容についてより具体的・客観的な詳細説明を行うための資料を、添付

資料として提案書に含めることができる（その際、提案書本文と添付資料の対応が取れるようにす

る）。 

 

２．評価項目一覧 

評価項目一覧は、基本的に遵守確認事項、提案要求事項及び添付資料から構成される（事業によっ

ては一部項目の設定がない場合もある）。各項目の概要及び資料作成要領を下表に記す。 

事項 概要及び資料作成要領 

遵守確認事項 本事業を実施する上で遵守すべき事項。これら事項に係る具体的内容の提案は求めず、

全ての項目についてこれを遵守する旨を記述する。 

入札者は、遵守確認事項を実現・遵守可能である場合は○を、実現・遵守不可能な場合

（実現・遵守の範囲等について限定、確認及び調整等が必要な場合等を含む）には×を、

遵守確認欄に記載する。 

提案要求事項 提案を要求する事項。入札者が提出した提案書については、必ず提案すべき項目（必須）

又は必ずしも提案する必要はない項目（任意）の区分及び得点配分に従い、その内容を

評価する。 

入札者は、作成した提案書における該当ページ番号を提案書ページ番号欄に記載する。

該当する提案書のページが存在しない場合には空欄とする。評価者は、記載されたペー

ジのみを対象として採点を行う。 

添付資料 入札者が作成した提案の詳細を説明するための資料。必ず提案すべき項目（必須）又は

必ずしも提案する必要はない項目（任意）の区分を設定しているが、提案要求事項とは

異なり点数が付与されることはない。 

入札者は、添付資料の該当ページ番号を提案書ページ番号欄に記載する。該当する添付

資料が存在しない場合には空欄とする。 

 

３．留意事項 

（１）提案書のファイル形式は、原則として、一太郎、ＭＳ－Ｗｏｒｄ、ＭＳ－ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ、

ＭＳ－Ｅｘｃｅｌ又はＰＤＦ形式とする（これにより難い場合は、四国経済産業局まで申し出るこ

と。）。 

（２）入札公告で提案書等の説明（プレゼンテーション）を求めている場合、入札者は、四国経済産業

局に対し自らの提案内容の説明を行う。必要に応じて提案書等とは別に要約版資料を用意するなど、

効率的な実施のために工夫する。 

資料番号７ 


